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序　　　　　文

国際協力機構（JICA）では、開発途上国で実施している技術協力プロジェクトについて、民間の

活力、創意、ノウハウを一層生かすため、プロジェクトの形成、又は準備段階から参加いただき、

プロジェクトの実施を一括して委託する「プロポーザル型技術協力プロジェクト」（現名称：

「PROTECO（提案型技術協力）」）の制度を 2002 年度から開始しております。

今回、JICA がエチオピア連邦民主共和国を対象国として公示した開発課題「HIV／AIDS 対策」

に対して、特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンから提出されたプロポーザル「コ

ミュニティーのキャパシティ・ビルディングを通じたHIV／AIDS 予防・ケア対策事業」が採択さ

れました。

この度、提案に基づくプロジェクトの実施妥当性を検討するため、2003 年 4 月 6 日から 20 日ま

での日程でワールド・ビジョン・ジャパン海外開発事業課長から戸代澤　真奈美氏を団長として迎

え、プロジェクト形成調査団を派遣しました。本報告書はその調査結果を取りまとめたものです。

ここに、本調査にあたりご協力を賜りました関係各位に対し、深甚なる謝意を表しますととも

に、今後のプロジェクトの開始にあたり、関係各位の更なるご協力をお願いする次第です。

2003 年10 月

独立行政法人国際協力機構　　

理事　松岡　和久　　





写　　真

ポスター、配布用コンドーム
など IEC 用品

他ドナーとの協議

ワールド・ビジョン・エチオピア
との協議



現地における聞き取り調査

プロジェクト候補サイトの
事務所

自発的カウンセリングと検査
（VCT）サービスの利用者分析



医療ゴミが不衛生に処理
されている

HIV の年齢・性別の感染者分析

DESE 州病院に納入された
日本からの医療機材



洪水対策としてワールド・
ビジョンが支援した橋梁

現地調査に参加したメンバー

ミニッツ署名



略　　語　　表

AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome 後天性免疫不全症候群

ARV Anti Retroviral Drugs 抗 HIV ウィルス薬

ADP Area Development Program WV が実施する総合地域開発

プロジェクト

BCC Behavior Change Communication 行動変容を促す広報教育

CBOs Community Based Organization 市民組織

CSWs Commercial Sex Workers 性産業従事者

FBOs Faith Based Organization 宗教系組織

FHI Family Health International （米国NGO の名称）

HAPCO The National HIV／AIDS Prevention

and Control Office 国家エイズ予防管理事務局

HIV Human Immunodeficiency Virus ヒト免疫不全ウイルス

HBC Home-based Care 在宅ケア

IEC Information, Education and

Communication 情報・教育・コミュニケーション

IGA Income Generating Activities 所得創出活動

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構

JOCV Japan Overseas Cooperation Volunteer 青年海外協力隊

MOFED Ministry of Finance, Economics

and Development 財務経済開発省

MOH Ministry of Health 保健省

NAC The National AIDS Prevention and

Control Council 国家エイズ対策カウンシル

NACP National AIDS Control Program 国家エイズ対策プログラム

OSSA Organization for Social Services for AIDS （ローカルNGO の名称）

OVC Orphans and Vulnerable Children AIDS 孤児や脆弱な立場にある子どもたち

PLWHA People Living with HIV／AIDS HIV／AIDS 感染者・患者及びその家族

PMTCT Prevention of Mother to Child

Transmission 母子感染予防

STI Sexually Transmitted Infections 性感染症

TOR Terms of Reference 業務指示書



UNAIDS Joint United Nations Programme

on HIV／AIDS 国連エイズ合同計画

USAID United States Agency for

International Development 米国国際開発庁

VCT Voluntary Counseling and Testing 自発的カウンセリングと検査

WVE World Vision Ethiopia ワールド・ビジョン・エチオピア

WVJ World Vision Japan ワールド・ビジョン・ジャパン

WHO World Health Organization 世界保健機関



調査内容要約

採択団体であるワールド・ビジョン・ジャパン（WVJ）の現地協力機関であるワールド・ビジョ

ン・エチオピア（WVE）において、関係者とワークショップを行い、プロジェクトの実施スケ

ジュール、要員配置計画、プロジェクトの規模等について協議を行った。

エチオピア政府の関係機関〔財務経済開発省（MOFED）、保健省（MOH）、国家エイズ予防管理

事務局〕に対し、新スキームである「プロポーザル型技術協力プロジェクト」の趣旨及びWVJ 提

案のプロジェクトの説明を行い、その実施の前提条件となる要請書の提出についても協議を行う

とともに最終日に国家エイズ予防管理事務局とミニッツを締結した。

さらに、他ドナー（世界銀行、UNAIDS、USAID）及び、NGO（FHI、DKT エチオピア等）を訪

問し、各ドナーの実施するHIV／AIDS 関連分野における情報収集を行うとともに、連携の可能性

について調査した。このほか、2003 年度春の募集から開始した青年海外協力隊（ JOCV）の新職種

「エイズ対策」の派遣及び受入可能性についても調査した。

現地調査として、本プロジェクトで展開されるサイト（アムハラ州オロミヤ地区、同州ヘルスセ

ンター、保健事務所等）を訪問し、現地事情を把握するとともに、プロジェクトが実施された場合

の協力の可能性について調査した。
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第 1 章　プロジェクト形成調査の概要

1 － 1　調査団派遣の経緯と目的

エチオピア連邦民主共和国（以下、「エチオピア」と記す）においては、1986 年に最初の AIDS

患者が発生して以来、患者数が急激に増加している（第 2 章 2 － 3 － 1 参照）。

エチオピアへの保健医療分野への協力においては、HIV／AIDS 対策を踏まえたうえで開発援助

事業を実施することが同国の発展に、より大きなインパクトを与えることが期待されることから、

本プロジェクトを通じて、エチオピアの市民社会や行政による積極的なHIV 感染予防とAIDS ケ

アの推進を図り、HIV 感染予防に寄与するために協力を行うこととする。

本調査団は、2002 年度に採択されたプロポーザルに基づくプロジェクトの形成についてその実

施妥当性を検討し、また、エチオピア政府の関係機関に本スキームの趣旨及び本プロジェクトの

説明を行い、理解を取り付けることを主な目的として派遣された。

1 － 2　調査団員の構成

1 － 3　調査日程

担　当 氏　名

総括／団長

HIV／AIDS対策

戸代澤　真奈美

竹中　伸一

ワールド・ビジョン・ジャパン開発援助事業課　課長

国際協力機構ケニア事務所広域企画調査員

所属・役職

国際協力機構医療協力第二課　職員協力企画 菊地　太郎

土

金

日

月

火

曜日

日

月

火

水

木

4月 9 日

4月 10日

4月 7 日

4月 8 日

4月 6 日

4月 11日

4月 12日

4月 13日

4月 14日

4月 15日

日　時

8

OSSA訪問、WVEとのプロジェクト体制など打合せ

米国国際開発庁（USAID）、FHI、DKTエチオピア訪問、WVEとプロ
ジェクト体制など打合せ

（戸代澤団長・菊地団員）プロジェクト候補サイト視察（アムハラ州オ
ロミヤ地区）、アムハラ州ヘルスセンター、保健事務所
（竹中団員）資料整理、HAPCO、世界銀行、Save the Children訪問

国家AIDS予防管理事務局（HAPCO）、アジス・アベバ市保健局、オロ
ミヤ州保健局、国連エイズ合同計画（UNAIDS）訪問 

（竹中団員）アジス・アベバ着

JICAエチオピア事務所、在エチオピア日本国大使館、財務経済開発省
（MOFED）

業務及び訪問先

（竹中団員）保健セクター年次レビュー会合出席
（戸代澤団長・菊地団員）アジス・アベバ着

6

10

2

4

1

3

5

7

9

日順
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1 － 4　主要面談者

（1）エチオピア側関係者

1）財務経済開発省（MOFED）

Mr. Kimfu Hailemichael 二国間協力局長

Ms. Mussie Mulutsehay アジア・豪州・中東課

2）保健省（MOH）

Dr. Girma Azene 計画局長

Dr. Asegel Woidu HIV／AIDS サーベイランス専門家

3）国家エイズ予防管理事務局（HAPCO）

Dr. Negatu Mereke 事務局長

Dr. Shimeles Worku 上級アドバイザー

Dr. Shemsu Ali プロジェクト調整局長

4）アジス・アベバ市保健局

Dr. Woubshet Himichael 感染症対策課長

5）オロミヤ州保健局

Dr. Negaah Tulu NGO 調整官

6）米国国際開発庁（USAID）

Ms. Susan Anthony 保健チーフ

Ms. Anne Nolan HIV／AIDS 担当

7）FHI

Ms. Francesca Stuer エチオピア事務所長

8）DKT　エチオピア

Ms. Sandra Gass 事務所長

9）OSSA アジス・アベバ事務所

Mr. Paulos Kenea 副所長

10）国連エイズ合同計画（UNAIDS）

Ms. Gerardina Van Mensvoort エチオピア代表

土

木

金4月 18日

4月 17日

4月 19日 （竹中団員）アジス・アベバ発

MOH、HAPCO（ミニッツ協議）、在エチオピア日本国大使館

ミニッツ署名、MOFED、JICAエチオピア事務所 
（戸代澤団長・菊地団員）アジス・アベバ発

14

13

12

水4月 16日 WVEとのプロジェクト体制打合せ11
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11）ワールド・ビジョン・ジャパン（WVE）

Mr. Getachew Wolde 事務所長

Mr. Teklu Wodajo 無償局長

Mr. Asnake Hailu HIV／AIDS 担当

（2）日本側関係者

1）在エチオピア日本国大使館

庵原　宏義 特命全権大使

荻野　宏之 一等書記官

2）JICA エチオピア事務所

江畑　義徳 所　長

小嶋　良輔 企画調査員

矢部　優慈郎 所　員

1 － 5　調査方法

本プロジェクト形成調査においては、

①　実施スケジュール、要員計画、実施規模、現地側協力機関等について幅広く情報収集を行

い、実施妥当性を検討する。

②　エチオピア政府の関係機関に、本スキームの趣旨及び本プロジェクトの説明を行い、実施

の前提条件となる要請書の提出についても協議を行う。

③　他ドナー及びNGO の HIV／AIDS 関連分野における情報収集を行う。

④　青年海外協力隊「エイズ対策」の派遣可能性について調査する。

ことを目的としていることから、主に現地での関係者との面談を通して情報を収集し、その分

析を通して調査を実施することとした。また、上記①については、現地協力機関であるWVE にお

いて本プロジェクトに携わることになる 10 数名の関係者とともに、実施体制の確認についてワー

クショップ形式で討議を行った。
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第２章　調査結果

2 － 1　調査結果概要

2 － 1 － 1　エチオピア政府関係諸機関との協議

（1）MOFED、HAPCO、MOH、州及び市保健局に対し、民間団体との連携による新しいタイ

プの技術協力の予算措置がなされ、本プロジェクト調査団が派遣されることとなった経緯に

ついて説明した。本調査団の最後には本プロジェクトの実施に関するミニッツを締結した。

調査前の方針では、先方負担事項について合意することは時期尚早と思われたが、実施協議

調査での協議時に必要な内容であるので、今回のミニッツに盛り込んだうえで締結すること

に成功した。

（2）当該国における AIDS 対策は HAPCO が統括しているため、エチオピア政府側のカウン

ターパートは HAPCO とし、同時にMOH 等関係行政機関からの協力を確認した。また、

MOFED に対し、次のステップのためにはエチオピア政府側からの要請が必要であるので、

ミニッツでの記載事項に基づき、早急に在エチオピア日本国大使館に要請書の提出を行うよ

う依頼したところ、了承された。

（3）MOH からは、結核対策への配慮も検討した方が良いのではとのコメントがあった。また、

結核の医薬品供与に関する支援についても依頼された。ARV（抗レトロウィルス薬）につい

ては、エチオピア側は将来の導入を検討しているものの、現在のところ導入できる状況にな

いことから、今後のエチオピア側の様子をみながら、本プロジェクトでも同国の状況に合わ

せて対応することを依頼された。さらに、リプロダクティブ・ヘルスにおいては、コンドー

ムの支給についても依頼された。

2 － 1 － 2　現地協力機関（WVE）との協議

調査団派遣前に、本プロジェクトの採択に係る条件として、JICA 本部より提示された 6 つの

留意事項への回答については、WVE との協議を通じて、下記の回答を得た（詳細は 2 － 2）。

1．事業規模については、最初

はモデル地域を選定するな

ど縮小は可能か？ 

首都アジス・アベバを削除し、サイト数は 24に縮小、駐在

日本人を 5人から 3人に縮小することができる。しかし、現

地のニーズ・優先度や効率性の観点から、全サイトを同時並

行で活動する。その実施体制も確保されている。その結果、

概算予算合計は 10億 8,000万円となる。
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2 － 1 － 3　青年海外協力隊「エイズ対策」の派遣可能性

（1）本プロジェクトとの連携案件として、2003 年度春募集新設の職種「エイズ対策」につい

て、その要請元としてMOH、配属先としてWVE、FHI、DKT エチオピア、オロミヤ州保

健局、アジス・アベバ市保健局に対し、その内容を説明したうえで派遣の可能性を調査した。

6．OUTCOME指標を導入する

べきではないのか？

4．３つの活動の柱（予防、ケ

ア、アドボカシー）のすべ

てを実施することがベスト

なのか？（地域によっては

そのうち１つか２つの柱で

良いのでは？） 

5．総花的なプロジェクトに見

受けられ、エチオピアの現

状を踏まえたプロジェクト

ではないのではないか？ 

2．治療薬の供与など、プロジ

ェクトの継続性、自立発展

性に関する提案がないが、

どう考えるか？

3．行政機関（MOHなど）と

の連携の提案がないが、ど

う考えるか？

PDMにおいて必要とされる上位目標、プロジェクト目標、

成果に関する指標を導入する。達成目標値の設定にあたって

は、本プロジェクト開始直後に実施するベースライン・サー

ベイの結果を踏まえて最終決定する。 

MOH管轄の公立医療施設内で STI治療・自発的カウンセリ

ングと検査（VCT）サービスを行うため、場所・医療スタッフ・

医療資機材の提供、MOH制作のHIV予防教育用教材の使用

、各種トレーニングにおけるMOH所属専門家の起用、啓発

活動のための公共施設提供等の協力を予定している。本プロ

ジェクトからは、公立医療施設所属医療スタッフへのトレー

ニング実施、医薬品供与等の支援を行う。

政府系医療施設に供与する性感染症（STI）・日和見感染症治

療薬は、政府推奨のドラッグ・リボルビング・ファンドを設

置することにより持続性を確保する。活動の全般的な持続可

能性については、行政・住民のキャパシティ・ビルディング

に注力することによって強化を図る。本プロジェクト終了後

も、ワールド・ビジョン（WV）の自主事業内でのフォロー

アップを継続し、自立発展性を確保する。 

国家AIDS対策方針では、３つの活動を複合的に行うことが

AIDS対策の効果を高めると謳われており、本プロジェクト

もそれに追従する。ただし、各サイトの状況に応じて、活動

量は異なる。

本プロジェクトは、HIV／AIDS感染者・患者及びその家族

（PLWHA）や HIV／AIDSによって影響を受けている人々の

HIV／AIDSにかかわる問題にのみフォーカスして、立案され

ている。HIV／AIDSの周辺課題 （一般的な保健上の課題、貧

困問題等）については、自主事業で対応するようにしている。
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（2）配属先と想定される機関からは、コミュニティーレベルで予防活動、サポート活動に従事

する協力隊員の配属はどのような形であれ、受入れは検討可能との見解が示され、特に啓発、

予防活動に効果の高い視覚に訴えるポスター作成に有効なデザイン支援、組織の強化に効果

的なデータ整備支援については、大変歓迎される旨のコメントが寄せられた。WVE では本

プロジェクトにおけるHIV／AIDS ファシリテーターのアシスタントとしての配置が検討で

きるなど、配属想定先からは医療資格（医師、看護師など）をもたない場合であっても、配

属先のAIDS 対策活動に貢献できる職種は存在する様子である（現在派遣中の隊員を例に取

ると、オロミヤ州保健局では、自動車整備の隊員が業務車両の保守・点検を通じて同局の円

滑な活動に貢献している）。ただし、その場合の配属に係る予算措置（例えば、WVE では協

力隊員配置に係るあらゆる予算を負担することができない、など）、協力隊員への業務指示、

JICA の規定運用についてはボランティア調整員を通じ、個々に検討していくことが必要で

ある。

（3）しかし、要請元であるMOH との協議では、調査前の懸念どおり、医療分野における協力

隊の派遣には医療資格の保持が強く求められるとのことであり、新職種を説明した時点で要

請をあげることは困難ではないかとの見通しが示された。多くのアフリカ諸国との歴史的背

景とは異なり、主権を守り抜いたプライドからか、エチオピアでは他職種の要請についても

他国に比して高い資格を求めているとのことであり、過去の要請に係る経緯から類推するに、

通常の協議を通じては要請する可能性が高いとはいいがたい。

（4）その場合においても派遣を行う可能性としては、既にエチオピアに派遣実績のある他職種

の隊員（青少年活動、コンピューター技術、デザインなど）の業務指示書（TOR）にAIDS 対

策活動を組み込み（例えば、青年スポーツ文化省に派遣されている青少年活動隊員は、環境

教育に関連して「AIDS 対策教育プロジェクト」に一部組み込まれている由と報告されてい

る）、同隊員を「エイズ配慮隊員」として対応するか、チーム派遣などでそのうち 1 ～ 2 人を

有医療資格者とする等、なんらかの工夫が必要と思われる。

2 － 2　プロジェクト実施体制

本調査では、本プロポーザル採択の際に提示された「実施スケジュール、要員計画、実施規模、

現地側協力機関等に関する 6 つの留意事項」を中心として、プロジェクト実施体制について幅広

く情報収集を行い、以下のとおりプロポーザル原案を修正することが妥当であるとの結論に至っ

た。以下、6 つの留意点ごとに調査結果を記す。
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（2  Woreda*）であるため、市全体へ影響を及ぼすには対象地域が小さすぎると判断した。

* Woreda（ワレダ）：エチオピア最小の行政単位

2）農村部にフォーカスする理由

①　エチオピアでは、ほとんどのNGO がアジス・アベバ市等主要都市でのAIDS 対策活動

に限定しており、農村部で活動するNGO は極めて少なく、農村部におけるAIDS 対策の

ニーズが高い。最終提案の 24 サイトには、WV 以外に本格的に活動するNGO はない。

②　本プロジェクトの実施を通して、農村部でのAIDS 対策活動のモデルを構築し、将来的

には、エチオピアによる近隣地域への拡大実施を期待する。

3）24 サイトを選んだ理由

①　最終提案 24 サイトにおけるHIV／AIDS 状況は、おおむね類似しており、優先度合い

に差があまりない。国全体でのHIV 感染率は 6.6％と公式発表されてはいるものの、先の

調査時に訪問した医療機関の医師たちの説明では、実際の感染率は 10 ～ 20％と推定され

るとの意見もあり、できるだけ多くの地域でAIDS 対策活動を始めることが急務であると

判明した。

②　エチオピアの国家AIDS 対策方針によれば、AIDS がもたらす社会経済的な影響をかん

がみ、AIDS 対策は単なる医療・保健面の活動ではなく、あらゆるセクターとの連携した

複合的な活動が必要であるとしている。WV は、最終提案の 24 サイトにおいて、農業・

畜産、保健衛生、水資源開発、基礎教育、小規模経済開発、インフラ整備、指導者育成、

住民組織強化などの複合的な農村開発事業（Area Development Program：ADP）を実施

しているため、本プロジェクトを補完する複合的支援体制をとることが可能である。

4）同時並行で実施する理由

①　前述のとおり、24 サイトにおけるAIDS 対策のニーズは甲乙つけることが困難であり、

いずれのサイトにおいても早期の取り組みが必要とされている。

②　最終的に 24 サイトでのAIDS 対策活動を実施するのであれば、全サイトで一斉に事業

展開をしたほうが、段階的に対象サイト数を拡大していくより、費用面で効率的である。

また、プロジェクト運営監理面においても同様である。

③　WV がエチオピア国内において、既に有している事業実施体制を活用することにより、

24 サイトにおける同時プロジェクト実施が可能である。

④　WVE の 2002 年度総事業費は約 25 億円、1 プロジェクトの年間平均予算は約 5,800 万

円（自己資金）に加え、2,000 ～ 3,000 万円の助成金事業が運営されている。本プロジェク

トにおける1サイトの平均年間直接費（日本人人件費・派遣諸費・管理費を除く）は約 750 万

円であり、これまでの助成金事業管理経験をもってすれば、本プロジェクトの予算規模は、
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財務管理的に十分に対応可能な範囲である。

（2）日本人スタッフィング体制

現地プロジェクトチームの構成要員として、医療・HIV／AIDS 対策専門スタッフやプロジェ

クト監理スタッフを現地人スタッフから起用することによって、日本人駐在スタッフを 5 人

から 3 人に縮小することを提案する〔現地人スタッフ体制については、下記（3）2）参照〕。

日本人駐在スタッフ 3 人の主たる役割

1）日本人プロジェクト・マネージャー

プロジェクト全体の運営監理総括（活動計画、スケジュール管理、モニタリング評価、

予算管理、報告書監修等）、プロジェクトの質向上のための現地スタッフへの指導（ケア

専門家）、エチオピア側カウンターパート（HAPCO）、関係省庁、JICA エチオピア事務所

等の中央レベルの関係団体とのネットワーキング

2）日本人プロジェクト・コーディネーター

日本人プロジェクト・マネージャーの補佐、和文事業報告書作成、WV 内各種調整

3）日本人プロジェクト・アカウンタント

プロジェクト予算管理、和文会計報告書作成、英文会計報告書レビュー

（3）実施体制確保状況

1）現地での実施体制

①　WV では、アジス・アベバにある統括事務所、各地域ごとの統括事務所、サイトごとの

プロジェクト事務所の 3 段階で活動しており、それぞれの事務所において事業監理、予算

管理、各セクターの専門スタッフ（保健、栄養、農業、インフラ整備、教育、所得向上、

キャパシティー・ビルディング等）が活動している。本プロジェクトにおいても、この3 段

階の運営体制を活用し、プロジェクトを実施していく。日本人駐在スタッフは、運営体制、

役割及びセキュリティー等を考慮のうえ、アジス・アベバの統括事務所に拠点を置く。

②　各地域統括事務所では、管轄する全ADP の主要スタッフを集めて月例定期会合を開催

している。本プロジェクトにおいても、その月例会を活用し、本プロジェクトに関する指

揮命令を徹底する。

③　プロジェクト対象地である 24 サイトでは、平均して 10 年近くADP を実施してきてお

り、各サイトでは平均 12 人で構成される ADP チームが活動している。よって、本プロ

ジェクトにおいても、これらADP 実施の過程で構築されたプロジェクト事務所等の実施

体制に係るインフラを活用する。
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2 － 2 － 2　留意事項 2

「治療薬の供与など、プロジェクトの継続性、自立発展性に関する提案がないが、どう考える

か？」

（1）治療薬の継続性

1）エチオピアMOH は、医療機関内でドラッグ・リボルビング・ファンドを設置することを

奨励している。従来は、医療機関内の薬局で患者が医薬品を医師の処方箋に応じて購入する

と、その資金は財務経済開発省に収められ、同省から MOH に通常予算として配分され、

MOH が各医療機関へ医薬品を支給するという形になっていたが、十分な量と現場のニーズ

に合致した医薬品が支給されないのが問題となっている。当ファンドは、患者が医薬品を購

入する際に、その購入代金の一部を医療機関内にプールし、その資金によって各医療機関が

必要な医薬品を購入していくというものである。

2）本プロジェクトにおいても、MOH の方針に従い、州保健局と交渉・調整を行い、供与した

治療薬に関しては患者からの購入代金を医療機関内にプールし、次の医薬品購入資金に充当

するシステムをつくることとする。これによって、供与する治療薬の持続可能性が確保される。

（2）その他のプロジェクトの継続性・自立発展性の確保に対する戦略

1）本プロジェクトでは、コミュニティーやHIV／AIDS に係るエチオピア行政組織のキャパ

シティー・ビルディングに主眼を置き、本プロジェクト終了後にも彼らが自立して活動を継

続できるようにする。

①　対コミュニティー戦略

計画立案、実施、モニタリング評価等プロジェクト実施の全工程への参加により、AIDS

対策活動実施能力強化、市民組織（CBO）や宗教系組織（FBO）に対するエンパワーメン

ト、所得向上活動の推進による財政基盤の強化

②　対行政戦略（Regional ／ Zonal ／ Woreda レベル）

計画立案、実施、モニタリング評価等プロジェクト実施の全工程への参加により、AIDS

対策活動実施能力強化
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2）本プロジェクトで STI 治療及び VCT サービスを実施する医療機関は、すべてMOH 管轄

の公立の医療機関である。よって、本プロジェクト実施中に、それらの公立医療機関のス

タッフに対するトレーニングを充実させ、キャパシティーの構築を図り、本プロジェクト終

了後には自立して運営できるようにする。

3）本プロジェクト終了後も、WV は同地域で総合的なADP を継続する予定である。したがっ

て、WV の自主事業のなかで、コミュニティー、行政、医療機関等へのフォローアップを行っ

ていく。

2 － 2 － 3　留意事項 3

「行政機関（MOH など）との連携の提案がないが、どう考えるか？」

以下の行政機関との連携を想定している。

（1）本プロジェクトで行う STI 治療及びVCT サービスにおいては、対象とする公立の医療機関

から、それらの活動に必要な場所の提供、彼らが有する医薬品・医療機材等の提供、またそ

こで働く医療スタッフ（医者、看護師、保健アシスタント、検査技師、X 線技師、薬剤師等）

の協力を想定している。本プロジェクトからは、医療スタッフへのトレーニング、一部施設

の修繕及び改善、本プロジェクト実施に不可欠な医薬品等供与を行う。

（2）予防活動においては、MOH の制作した各種パンフレットの購入、予防教育を専門とする

MOH 所属職員の協力、本プロジェクトのモニタリング評価への参加などの連携

（3）各種啓発活動に必要な場所（学校の校庭、市民ホール等）の提供

2 － 2 － 4　留意事項 4

「３つの活動の柱（予防、ケア＆サポート、アドボカシー）のすべてを実施することがベスト

なのか？（地域によってはそのうち１つか２つの柱で良いのでは？）」
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（1）国家AIDS 対策戦略では、上記 3 つの活動（予防、ケア＆サポート、アドボカシー）を複合

的に実施していくことが記載されており、本プロジェクトもそれに追随するものである。た

だし、各サイトの詳細状況に応じてそれぞれの活動量は異なる。

（2）HIV 感染予防のためには、未感染者に対する予防教育の徹底とともに、既感染者に対して

感染を拡大しないための教育も必要である。既感染者に対する感染予防教育をする際には、既

感染者に対するケア＆サポート体制が整っていなければ、彼らの協力は得られない。さらに、

地域住民や行政が、PLWHA に対する偏見をなくし、一致協力して AIDS 対策活動を行って

いくという意思・体制なしには、AIDS 対策の成功は望めない。したがって、3 つの活動の柱

を同時に実施していく必要がある。

なお、2 つ目の活動である「ケア」については、支援内容が医療面のケアのみならずPLWHA

や OVC に対する生活面・精神面での支援が含まれるため、実情に即して「ケア＆サポート」

と呼び名を変えることとする。

2 － 2 － 5　留意事項 5

「総花的なプロジェクトに見受けられ、エチオピアの現状を踏まえたプロジェクトではないの

ではないか？」

（1）本プロジェクトは、対象 24 サイトにおける PLWHA と、HIV／AIDS によって影響を受け

ている人 （々OVC、PLWHA の家族、地域住民）に主として対象を絞り、HIV／AIDS より直

接的に関連する事象のみを取り上げて計画したものである。

（2）現在の対象 24 サイトにおける保健セクターの課題としては、HIV／AIDS は上位になりつ

つあるものの、プライマリー・ヘルスケア、マラリア、リプロダクティブ・ヘルス、母子保健

といった課題も依然として大きく、それらを本プロジェクトでは取り上げていない。これら
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2 － 2 － 7　その他の調査に基づく結果

（1）青年海外協力隊「エイズ対策」の受入れ可能性

1）アジス・アベバの統括事務所における本プロジェクトチームのアシスタント、プロジェク

トサイトにおけるHIV／AIDS ファシリテーターのアシスタントとして、受入れは可能であ

る。職種に関しては、本人の適性や希望に応じてアレンジしていくことができると思われる。

2）プロジェクトサイト勤務の場合の宿泊施設は、各ADP が有するWV のコンパウンド内の

スタッフハウスが利用できる。コンパウンド内には、事務所、集会所、食堂が完備されてお

り、セキュリティーもしっかりしている。また、プロジェクトサイト勤務の場合は、現地の

文化風習を考慮すると男性のほうが良い。

3）受入れに際し、以下の 3 点を前提条件とする。

①　JICA がエチオピア政府との青年海外協力隊の受入許可に関する交渉・調整をすべて行

うこと。

②　青年海外協力隊の受入れによる費用がWV 側に発生しないこと。

③　人選にあたっては、WV のキリスト教主義の理念を深く理解し、倫理感・価値観がWV

の基本理念を共有できること。

（2）供与資機材の所有権・使用権

車両、コンピューター等の資産の所有権はHAPCO とするが、本プロジェクト実施期間にお

ける使用権はWV とし、使用承諾書等必要な契約をHAPCO とWV の間で締結することとす

る。本プロジェクト終了後は、HAPCO に引き渡す。なお、調達に関しては、WV の会計諸規

定（3 社見積もりの取得等）に基づいて、WV が行うことを提案する。

（3）スタッフ採用及び人事管理

日本人駐在スタッフ、現地人スタッフの採用、人事考課、給与手当査定等の人事面に関す

る諸事項については、本プロジェクト以外のスタッフとの格差をなくすため、WV の内部規

定に基づくこととする。

（4）本プロジェクト事務所の設置場所

本プロジェクトの現地事務所は、アジス・アベバにあるWVE のオフィス内に、一部屋間借

りする形で設置する。HAPCO の事務所とWVE 事務所は地理的に近いため、必要に応じて

HAPCO を訪問し、必要な調整を行うことで対応可能である。

2 － 3　HIV／AIDS に対するエチオピア政府の取り組み

2 － 3 － 1　国家HIV／AIDS 政策

エチオピア政府のHIV／AIDS 対策は、1985 年、HIV／AIDS 予防とコントロールのための国

家タスクフォースの設置に始まった。続いて 1987 年、国家エイズ対策プログラム（National
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AIDS Control Program：NACP）を設立し、MOH やWHO の協力を得て、最初の短期及び中期国

家HIV／AIDS 対策計画を策定している。

第2 次中期計画（1992 ～ 1996 年）では、HIV／AIDS／STI のより効率的な予防とコントロー

ルを実施するために、中央MOH から地方保健局へ分権を促進し、また包括的な対応をするため

のマルチセクターアプローチを採用している。さらに、1998 年、HIV／AIDS 予防とコントロー

ルのための国家政策（National Policy on HIV／AIDS）を表明し、具体的な目的として次の 7 項

目をあげている。

1）効果的なHIV／AIDS 予防とコントロール策の策定

2）HIV／AIDS へのマルチセクターによる対応の促進

3）社会や経済へインパクトを緩和させるための政府と民間の連携

4）HIV 感染者・AIDS 患者、家族、孤児などへ精神的、社会的支援

5）HIV 感染者・AIDS 患者などへの人権擁護

6）若者や女性などの弱者へのHIV／AIDS 予防啓発や社会的支援

7）HIV／AIDS 予防やケアへ係る調査研究の促進

2000 年 4 月、連邦政府大統領を議長とする国家エイズ対策カウンシル（The National AIDS

Prevention and Control Council：NAC）を首相府の下に設立した。本カウンシルは、各大臣、

各州政府、非政府組織（NGOs）、宗教団体、市民団体とHIV 感染者・AIDS 患者から構成されて

いた。NAC の主な目的として、計画実施の管理や予算の承認、インパクトのモニタリング等を

責任とした。また、その事務局であるNACS（The National AIDS Council ／ Secretariat）が関

係省庁や団体の調整を担うほか、VCT サービスや在宅ケア（Home-based Care：HBC）等のガイ

ドラインを作成している。

2001 年 6 月、NAC は先述のHIV／AIDS 政策を実現するための国家HIV／AIDS 対策戦略フ

レームワーク（2001～2005 年）（The Strategic Framework for the National Response to HIV／

AIDS 2001 － 2005）を策定している。

2 － 3 － 2　国家HIV／AIDS 対策戦略フレームワーク

本戦略フレームワークでは、次の 10 項目を優先的に取り組むべき事業としている。

1）情報・教育・コミュニケーション（IEC）及び行動変容を促す広報・教育等（BCC）

2）コンドーム促進と配布

3）自発的カウンセリング及び検査（VCT）

4）性感染症（STI）治療マネージメント（STI management）

5）安全な血液確保（Blood Safety）

6）ユニバーサル・プリコーション（Universal precautions）
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7）母子感染予防（PMTCT）

8）ケア＆サポート（Care and Support）

9）法整備と人権擁護（Legislation and Human Right）

10）サーベイランス及び調査研究（Surveillance and Research）

2 － 3 － 3　国家的取り組み（NACS からHAPCO）

先述したとおり、NAC は首相府の下に連邦政府大統領を議長として、連邦・州政府や民間団

体から構成され、国家HIV／AIDS 対策の管理を担っていた。NAC の下には小委員会として、ア

ドボカシー、教育、財務管理、キャパシティ・ビルディング等があり、このほかにも、NAC の

理事会にあたる NAB（The National Advisory Board）や事業の評価等を行う（The National

Review Board）が設置されていた。

州行政府においても、連邦政府と同様な州エイズ対策カウンシル（ Regional AIDS Council：

RAC）が、州行政府や民間団体などから組織され、RAC の下に州エイズ対策事務局（ Regional

AIDS Council Secretariat：RACS）やRAB（Regional Advisory Board）、RRB（Regional Re-

view Board）が設置されていた。また、Woreda やカバレ（行政単位で郡や町村に相当）におい

ても、エイズ対策カウンシルやその事務局が連邦や州と同様に組織されていた。

このように、カバレから連邦政府までの政府や民間との連携を重視した体制を準備してきた

が、2002 年6 月、NAC とNACS を再編し、国家エイズ対策カウンシル（The National HIV／AIDS

Prevention and Control Council）と法人組織としてのHAPCO を新たに設立した。事務局には、

部局を定め 39 人の職員を配置して、2002 年度（2002 年 7 月～ 2003 年 6 月）予算は約 400 万ブ

ル（約 5,600 万円）とした。各州にも同様なカウンシルと事務局を設置し、職員を配してその予

算を約1,800 万ブル（約 2 億 5,200 万円）とした。今後は、MOH に技術的な支援体制を残しつつ

も、HAPCO が HIV／AIDS 対策にかかわるすべての事業実施の管理と調整を行っていくことと

考えられる。

2 － 3 － 4　課　題

現在、エチオピア政府は、世界銀行から5 億9,700 万ドル（ Multi-Sectoral AIDS Programme：

MAP）融資を受けている。この資金は、①キャパシティ・ビルディング、②マルチセクター（政

府機関対象）、③エマージェンシー（NGO 対象）の 3 つから構成されており、HAPCO が運営管

理を担当している。これまでに、250 を超えるNGO 団体等が申請しているが、財務報告が適切

に行われていないため、低い執行率（28％）となっている。また、政府機関からの申請は限られ

た省庁のみとなっている。

このことは、連邦・州のHAPCO の管理運営能力が不足していることと、政府機関との必要な
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調整が十分に取られていないためだと考えられる。この状況に対して、世界銀行は、州の

HAPCO へ会計職員を配置し、NGO への執行の効率化を図っているが、州のキャパシティ強化

への更なる支援が必要とされている。また、世界AIDS・結核・マラリア基金の資金も採択され

ていることから、州レベルのみならずエチオピア全体にわたるHAPCO の運営管理能力の向上

や実施体制の整備が必須と考えられる。

2 － 4　各ドナー及び NGO の HIV／AIDS への取り組み

HIV／AIDS への取り組んでいる主要ドナーのエチオピアへの援助額は、世界銀行（5 億 9,700 万

ドル：5年間）、米国（760万ドル：2001 年度）、欧州連合（161万ドル：2002 年度）、オランダ（440万

ドル：2002 年度）、ノルウェー（236 万ドル：2002 年度）、アイルランド（28 万ドル：2002 年度）で

ある。そのほかに、国連機関（ILO、UNICEF、WFP、FAO、WHO、UNHCR、UNFPA、UNDP、

IOM、UNESCO の 10 団体）が、2002 年から5 年間に、合計2,670 万ドル規模の各HIV／AIDS プ

ロジェクトを予定している。

2 － 4 － 1　米国国際開発庁（USAID）

USAID エチオピア事務所は、保健医療分野への予算を増額し、エチオピアのHIV／AIDS 対

策に取り組んでいる。同分野でのUSAID の実績は、2001 年度は820 万ドル（約9 億8,400 万円）、

2000 年度は 760 万ドル（約 9 億 1,200 万円）であった。

エチオピア国家AIDS 対策プログラムへの支援に加えて、USAID は、次の 3 つのプログラム

を支援している。①政府と民間団体のキャパシティ・ビルディングと参加の促進、②連邦、州

及びWoreda の各レベルでのリプロダクティブ・ヘルスと HIV／ STI 対策の統合、③家庭生活

教育カリキュラムの全国普及、そのほかにも、USAID エチオピア事務所は、下記のプログラム

を支援・実施している。

（1）キャパシティ・ビルディング（Capacity building）

米国のNGO 団体Family Health International（FHI）／ IMPACT は、包括的なHIV／AIDS

対策を実施するために、政府や民間団体のキャパシティ強化を支援している。その対象は、性

産業従事者（Commercial Sex Workers：CSWs）、性行動が活発になる青少年、軍隊を含むハ

イリスク・グループ、トラックドライバーや出稼ぎ労働者、孤児及びHIV／AIDS の影響を受

けやすい子ども、HIV 感染者及びAIDS 患者としている。また、HAPCO、MOH、アジス・ア

ベバ大学と協同にて、行動サーベイランス（Behaviours Surveillance） を含む国家評価・モニ

タリングフレームワークの開発に技術協力をしている。
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（2）HIV／AIDS の影響を受けやすい子ども

FHI／IMPACT は、ストリートチルドレンやHIV／AIDS の影響を受けやすい子どものため

に活動する団体組織を支援している。また、HIV 感染者やAIDS 患者やAIDS 遺児の人権擁護

を支援している。

（3）コンドームのソーシャル・マーケティング（Condom Social-Marketing）

米国の NPO 団体 DKT エチオピアは、エチオピア国内で 6,700 万個以上のコンドームの販

売実績（2002 年）をもつソーシャル・マーケティングプログラムを実施している。国境に配

備された軍人を対象に正しいコンドームの使用を含むHIV 感染を予防する行動を促す研修プ

ログラムを行っているほか、軍人とその家族をHIV 感染から予防するための 2 時間のビデオ・

ドラマをエチオピア軍と共同制作したり、6 万個のコンドームとHIV／AIDS 情報や教育資料

を軍に配給している。

（4）宗教団体プログラム（Faith-based Programme）

国際 NGO である Pathfinder は、HIV 感染予防を促すための啓発活動やケアとサポート支

援をエチオピア正教、福音派教会、及びイスラム教協議会などの宗教団体と一部共同で実施

している。USAID から支援を受けた宗教団体を通じたHIV／AIDS アウトリーチ・プログラ

ムは 1,000 万人以上（そのうちの 300 万人は若者と推定）に達している（2000 年）。

（5）政策／アドボカシー（Policy／Advocacy）

The Futures Group International／Policy Project は、政策ガイドラインの策定、アドボ

カシーの実践、国家AIDS 対策プログラムの評価を、世界銀行やHAPCO、MOH と共にあたっ

ている。アドボカシー活動は、エチオピア大統領を含む政策決定者の政治的コミットや HIV

／AIDS への関心を高めている。また、Policy Project は国内HIV／AIDS の動向を把握するた

めの疫学統計（サーベイランス・システム等）のデータ解析へ技術支援を行っている。

（6）予防／教育（Prevention ／ Education）

Pathfinder は、職場でのHIV／AIDS 予防プログラムの実施のために、エチオピア労働組合

連盟やアジス・アベバ商工会議所とともに活動している。また、感染予防等を目的にCSWs や

トラックドライバーといったハイリスク・グループと活動をしている。

（7）移動人口やトラックドライバー

Save the Children USA（SC USA）／HRC-HIV／AIDS Project は、アジス・アベバからジ
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ブチまでの 2 つの主要幹線道沿いに、トラックドライバーや CSWs を対象としたHIV 感染予

防啓発教育や STI 治療やVCT サービスへのアクセスの向上を支援実施している。また、HIV

感染者・AIDS 患者や子どもへのケアや社会的、経済的支援を行っている。今後、アジス・ア

ベバからモヤレ（ケニアとの国境）への幹線道路での事業を予定している。

2 － 4 － 2　国連エイズ合同計画（UNAIDS）

2002 年 10 月、エチオピア国内でのHIV／AIDS にかかわる団体のマッピング事業を、国連グ

ループを調整役として実施している。また、エチオピア国内の移動人口（Displaced person）を

対象にHIV／AIDS 予防やケアにかかわる KABP（Knowledge, Attitudes Brief and Practices）

調査を実施している。

2 － 4 － 3　日米連携

今回のWVJ からの提案事業と、USAID が現在実施中のプロジェクトとの日米連携としては、

次の 5 つが考えられる。

（1）VCT カウンセラー研修への参加

本提案事業ではVCT センターの設立を活動とすることから、FHI／IMPACT が実施してい

る VCT カウンセラー研修事業への事業対象の保健医療従事者の派遣が考えられる。

（2）コンドーム利用の促進と配布

本提案事業では、コンドームの配布等は行わないことから、DKT 等が実施しているコンドー

ムのソーシャル・マーケティングやその他配布事業との連携は必須である。

（3）Anti-AIDS クラブとのネットワーク

FHI ／ Youth Net プログラムでは、エチオピア全国において Anti-AIDS クラブの強化や

ネットワーク化を図っていることから、本事業との連携が可能と思われる。

（4）宗教団体プログラムとの連携

宗教団体のキャパシティ・ビルディングは本事業の活動の一部であることから、Pathfinder

が実施しているプログラムとの連携協力が検討される。

（5）主要幹線道沿いでの連携

本提案事業実施地域も主要幹線道が通っていることから、トラックドライバーや CSWs を

対象とした事業を、SC USA と連携して実施することが可能かと考えられる。
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第 3 章　プロジェクト実施上の留意点

3 － 1　課題、懸案事項

（1）エチオピア側実施機関の体制

予防、ケア＆サポート、及びアドボカシーと多岐にわたるプロジェクトの内容から、今回

のミニッツ締結先はHAPCO とした。HAPCO は比較的新しい組織であるため、人材的にも組

織運営能力的にも課題が多い。本プロジェクトの成功のためには、HAPCO の強いバックアッ

プが不可欠であり、そのためには JICA 本部及び JICA エチオピア事務所とのより深い連携体

制の構築が必要である。

（2）エチオピア側援助窓口機関の認識

プロポーザル型技術協力プロジェクトの説明を行い、一定の理解が得られたものの、早期

の実施条件となる要請書の提出について適宜働きかけを行う必要がある。本プロジェクトの

実施のためには、MOFED からの要請書の提出が不可欠であり、引き続き JICA エチオピア事

務所からの折衝が望まれる。

3 － 2　提　言

（1）相手国政府にとっては「オファー型」となる本スキーム（プロポーザル型技術協力プロジェ

クト・タイプB）のスムーズな実施のためには、公示前において相手国政府との事前交渉、及

び確認が望ましい。今後は、本スキームの説明及び開発課題に関する要望確認を行ったうえ

で、案件の公示を行い、オファー後のリスク（先方から要請書が提出されない等）を避ける措

置を講じることが望まれる。

（2）本スキームでは、提案団体の創意、活力、アイデアをより一層生かすことを念頭に置き、プ

ロジェクト形成段階からの提案団体の参加を依頼し、実施の際には同団体への委託方式を採

用している。しかしながら、本スキームが国別事業実施計画に沿った二国間援助に基づくも

のであり、事業実施に係る委託契約を締結することから、実施協議や評価等の段階において、

JICA 側に何らかの技術的担保を確保し、プロジェクト開始前における事前評価、実施協議な

ど、また、プロジェクト開始後においては、中間評価、終了時評価などへの関与に備えるこ

とを検討する必要がある。

（3）本スキームは、（2）にあるとおり、採択団体へのプロジェクト実施が委託されることになる

が、細部における運用規定が不明瞭である。委託される団体との責任関係の明確化のために
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も、プロジェクト運営・報告書・会計処理等に係るガイドラインの早期整備が望ましい。

（4）本スキームでは、要請書提出状況等について、WVJ にも適宜通知して状況を共有し、今後

想定される作業について、その内容と期限について十分なゆとりをもって事前通知する必要

がある。それによって、各作業での質が確保されると思料する。
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